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r携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告

書｣(秦)に関し､別紙のとおり意見を提出します｡
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匪二頭

維持できることに留意した○ 事業の発展 .継続性に留意した制度を望む○ 

14頁 ∫ 表 内 地方ブロック向けデジタルラジオ放送制度化の理念 度整備が望まれるoアナログ音声マルチメディア放送｣を規定しては継続という方針 中で､新イアとして ｢ルチメディア放放送送において､映像だけでないビスを創造するため､FM放送事業者が FM多多FMケータイなどで取り組んできた､データ放通信融合のサービスによるノウハウのの活用が
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これらを総合的に勘案すれば､マルチメディア放送 サービスエリアのカバー率については､固定受信機によ

-Lt努力義務 I 

30頁 25行 - NHKのノウハウ等の活用 NHKが所有 ■しているコンテンツや技術面等のノウハ 
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わゆるハー ド.ソフト分離制度の活用を可能とする -ビスI =ついての極端な差が出ないよう､あるいは､全

業者間で不公平なものであること､ソフト事業者間 を受け入れるようなハー ド事業者の参入を望む｡また､

の公正な競争が阻害され､利用者の利害を害するこ そのためにも,ソフト事菓者には免許ないし .免許に準

とが懸念される｡ じた設定制度を設けることを望みたい.これを担保する

特にマルチメディア放送は､｢ハード･ソフト分離｣ ことで､適正な競争を現出しつつも放送法の精神を遵守

におけるハー ド整備のインセンティブ確保のため. し､公共の福祉に資する規律を確保することができるも

ハー ド事業者は一定の範囲でソフト事業者となれる のと信ずる｡ 

ようにすることが考えられるが､この場合には､ハ

ー ド事業者であるソフト事業者lこついては｢ハー ド｣

と ｢ソフト｣間の取引等が存在せず､こうした懸念

は一層大きなものとなる｡

この点､現行放送法では､受委託制度において､受

託放送事業者は､委託放送事業者の委託により放送

番組を放送する役務の提供条件について､
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･ あらかじめ提供条件を定めて､総務大臣に届け

る義務を課すとともに､

･ 総務大臣はその内容-について､

一 差別的取扱いをすること

一 兼任に関する事項を明確にしていないこと

一 不当な義務を課すものであること

に該当する場合には.変更命令が出来ることとされ

ている｡マルチメディア放送については､こうした

規律を踏まえつつ､例えば,ハー ド.ソフトが一体

である事業者について､ハー ド事業とソフト事業の

部内取引の透明性を確保すること等の追加的な措置

を訴ずることを含め､十分に検討することが必要で

ある｡
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